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特別養護老人ホーム 第 2有隣ホーム 施設利用料（令和 6年 4月～） 

 
（１）介護報酬  ※現役並み所得者の方の利用料金は、利用者負担が 3割となります。 

 

① 施設利用基本料                                   （単位：円） 

要介護度 単位数 

利用料（日額） 利用料(月額) ※３０日で計算 

介護報酬 
利用者負担 

介護報酬 
利用者負担 

１割負担 ２割負担 １割負担 ２割負担 

要介護１ ５８９ ６，４２０ ６４２ １，２８４ １９２，６０３ １９，２６１ ３８，５２１ 

要介護２ ６５９ ７，１８３ ７１9 １，４３７ ２１５，４９３ ２１，５５０ ４３，０９９ 

要介護３ ７３２ ７，９７８ ７９８ １，５９６ ２３９，３６４ ２３，９３７ ４７，８７３ 

要介護４ ８０２ ８，７４１ ８７５ １，７４９ ２６２，２５４ ２６，２２６ ５２，４５１ 

要介護５ ８７１ ９，４９３ ９５０ １，８９９ ２８４，８１７ ２８，４８２ ５６，９６４ 
 

② 施設利用基本料に加算されるもの                                                                             （単位：円） 

加算項目 単位数 
 利用料（日額） 利用料(月額) ※３０日で計算 

介護報酬 
利用者負担 

介護報酬 
利用者負担 

１割負担 ２割負担 １割負担 ２割負担 

日常生活継続支援加算 ３６ ３９２ ４０ ７９ １１，７７２ １，１７８ ２，３５５ 

看護体制加算Ⅰ ４ ４３ ５ ９ １，３０８ １３１ ２６２ 

看護体制加算Ⅱ ８ ８７ ９ １８ ２，６１６ ２６２ ５２４ 

精神科医師定期的療養指導 ５ ５４ ６ １１ １，６３５ １６４ ３２７ 

夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ １３ １４１ １５ ２９ ４，２５１ ４２６ ８５１ 

栄養マネジメント強化加算 １１ １１９ １２ ２４ ３，５９７ ３６０ ７２０ 

褥瘡マネジメント加算 I ３    ３２ ４ ７ 

褥瘡マネジメント加算 II １３    １４１ １５ ２９ 

科学的介護推進体制加算 I ４０    ４３６ ４４ ８８ 

科学的介護推進体制加算 II ５０    ５４５ ５５ １０９ 

協力医療機関連携加算 １００    １０９０ １０９ ２１８ 

生産性向上推進体制加算 I １００    １０９０ １０９ ２１８ 

生産性向上推進体制加算 II １０    １０９ １１ ２２ 

   ※褥瘡マネジメント加算については利用者状況によりどちらかの算定となります。 

   ※※科学的推進体制加算については状況によりⅠ/Ⅱどちらかの算定となります。 

   ※※※協力医療機関連携加算については２０２５年４月以降５０単位となります。 
 

③ 利用状況に応じて加算されるもの                                                                             （単位：円） 

加 算 項 目 単位 単位数 
利用料 

介護報

酬 

利用者負担 

１割負担 ２割負担 

療養食加算 回 ６ ６５ ７ １３ 

安全対策体制加算 回 ２０ ２１８ ２２ ４４ 

初期加算（入所後３０日間） 日 ３０ ３２７ ３３ ６６ 

外泊時加算（外泊時および入院時６日間） 日 ２４６ ２，６８１ ２６９ ５３７ 

看取り介護加算（死亡日 45日前～31日前） 日 ７２ ７８４ ７９ １５７ 

看取り介護加算（死亡日 30日前～4日前） 日 １４４ １，５６９ １５７ ３１４ 

看取り介護加算（死亡日前々日～前日） 日 ７８０ ８，５０２ ８５１ １，７０１ 

看取り介護加算（死亡日当日） 日 １，５８０ １７，２２２ １，７２３ ３，４４５ 

配置医師緊急時対応加算 （下記以外の勤務時間外） 
（早朝・夜間の場合） 

   （深夜の場合） 
回 

３２５ 

６５０ 

１，３００ 

３，５４２ 

７，０８５ 

１４，１７０ 

３５５ 

７０９ 

１，４１７ 

７０９ 

１，４１７ 

２，８３４ 

個別機能訓練加算 I 日 １２ １３０ １３ ２６ 

個別機能訓練加算 II 月 ２０ ２１８ ２２ ４４ 

個別機能訓練加算 III 月 ２０ ２１８ ２２ ４４ 
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口腔衛生管理加算Ⅰ 月 ９０ ９８１ ９９ １９７ 

口腔衛生管理加算Ⅱ 月 １１０ １１９９ １２０ ２４０ 

再入所時栄養連携加算 回 ２００ ２，１８０ ２１８ ４３６ 

高齢者施設等感染対策向上加算 I 月 １０ １０９ １１ ２２ 

高齢者施設等感染対策向上加算 II 月 ５ ５４ ６ １１ 

新興感染症等施設療養費 日 ２４０ ２，６１６ ２６２ ５２４ 

退所時情報提供加算 回 ２５０ ２，７２５ ２７３ ５４５ 

退所時栄養情報連携加算 回 ７０ ７６３ ７７ １５３ 

     ※口腔衛生管理加算については厚労省への情報提出状況によりⅠ/Ⅱどちらかの算定となります。 
 

④ その他の加算 

【２０２４年５月まで】 
介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護報酬利用者負担合計の８．３％相当額 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 介護報酬利用者負担合計の２．７％相当額 

介護職員等ベースアップ等支援加算 介護報酬利用者負担合計の１．６％相当額 

【２０２４年６月以降】 
介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護報酬利用者負担の１４．０％相当額 

 

※小数点端数計算処理上、月額利用料は実際のご請求額と異なる場合がございます。 

 

（２）食費 

＊実際の食数に応じた費用となります。 

一日１，９０２円（第４段階対象）月額５７，０６０円（※３０日計算） 

◎負担限度額認定を受けている場合は利用者負担段階に応じた金額となります。 （単位：円） 

 第１段階 第２段階 第３段階（１） 第３段階（２） 

対象 

・市町村民税世帯

非課税の老齢福

祉年金受給者 

・生活保護受給者 

市町村民税世帯非

課税であって課税

年金収入額と合計

所得金額の合計が

８０万円以下の方 

住民税世帯非課税

で年金収入額と合

計所得金額（年金

に係る雑所得金額

を除く）の合計が

年間８０万円超１

２０万円以下の方 

住民税世帯非課税

で年金収入額と合

計所得金額（年金

に係る雑所得金額

を除く）の合計が

年間１２０万円超

の方 

利用者負担 

（日額） 

 

３００ 

 

３９０ 

 

６５０ 

 

１，３６０ 

利用者負担 

（月額） 

 

９，０００ 

 

１１，７００ 

 

１９，５００ 

 

４０，８００ 

  

（３）居住費 

第２有隣ホームの居住費（多床室） 一日１，2２０円（第４段階対象）月額 ＊３6，６００円 
◎負担限度額認定を受けている場合は利用者負担段階に応じた金額となります。 （単位：円） 

 第１段階 第２段階 第３段階（１） 第３段階（２） 

利用者負担（日額） 
０ 

（０） 

３７０ 

（４３０） 

３７０ 

（４３０） 

３７０ 

（４３０） 

利用者負担（月額） ０ 
１１，１００ 

（１２，９００） 

１１，１００ 

（１２，９００） 

１１，１００ 

（１２，９００） 

 

（４）その他の料金 

ア．日常生活費     実費 

イ．理美容費   実費 

ウ．行事参加費     実費 

エ．その他  上記の他、個人的に使用又は利用するものの実費 


